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１ 基本的な考え方 

 （１）趣旨 
この第２期湯梨浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）は、「湯梨浜

町人口ビジョン」に掲げた、本町の未来に向けた３つの基本目標「活力ある元気なまち」、「安心し

て暮らせるまち」、「町民みんなが創るまち」を実現するためのまち・ひと・しごとに関する総合的

な施策を展開し、喫緊の課題である人口減少を克服し、将来の持続的発展可能なまちづくりを進め

ようとするものです。 
平成２７年１０月に策定した「湯梨浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間が令和元

年度で終了するにあたり、これまでに湯梨浜町が取り組んできた地方創生施策を検証し、前戦略の

取組を継続しつつ、新たな時代に沿った取組を追加し、今後５年間の施策の方向性を示す次期総合

戦略を策定します。 

   
 （２）総合戦略の位置づけ 
   総合戦略は、本町の目指す地方創生を実現するため、町民のみなさんと意識を共有化し、今後目

指すべき将来の方向と具体的施策を進めるための指針となるものです。 
   総合戦略の策定にあたっては、地元で活躍する産学金労言、まちづくり団体、各種団体、主役で

ある町民のみなさんと共に取り組みます。 
   平成２７年に策定した湯梨浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗は、全体として概ね順調

であり、５年間で「達成済、事業完了」、「計画以上に進んでいる」及び「計画どおりに進んでいる」

事業は、全体の 64.9％（９４項目中６１項目）を占めました。今後は、観光客の誘致、町民への仕

事の充実、子育てしやすい環境づくりのほか、Society5.0（※１）実現に向けた取り組みや SDGs
（※２）を達成するための取り組みをはじめとした、世界の新たな動きに対応していく必要があり

ます。 
   また、湯梨浜町総合計画等の各種計画との整合性を保ちながら、社会情勢や町民のニーズに的確

かつ柔軟に対応し、必要に応じた見直しを行います。 
 
（３）計画の前提となる社会背景 

   本町の人口は、1970（昭和 45）年以降 17,000 人台の人口で推移し、安定した人口形態でした。

近年では 1995（平成 7）年以降微増した人口も 2005（平成 17）年をピークに減少傾向にあります。 
   この傾向は、本町のみでなく、国全体が「人口減少時代」に突入している中で、人口減少がこの

まま続けば、将来的には経済規模や生活サービスの更なる縮小・低下を招きかねません。早急に人

口減少に歯止めをかけるとともに、当面避けられない人口減少に的確に対応していくことが必要で

す。 
本町は、上質で豊富な湯量の温泉、全国一の産地である二十世紀梨をはじめとする優れた農産物、

日本海の海の幸などの産業のほか、美しい自然環境に恵まれていますが、それらに関する産業は後

継者不足等の様々な課題を抱えています。そのため、町の持つ優れた地域資源や特徴を活かしなが

ら、町の歴史や文化資源との共生、再生と創造を図ることが重要です。また、核家族化等の社会構

造の変化や地域社会の復権などにより、子育てしやすい環境づくりや住みやすいまちづくりを進め

なければなりません。 
これらを総合的に推進することにより、全世代の町民が活躍し、足腰が強く、魅力にあふれるま

ちをつくり、将来の発展を目指すものです。 
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（４）計画期間 
総合戦略の計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。 

 
（５）目標管理及び見直し（ＰＤＣＡサイクルの確立） 

総合戦略は、町民、地域、団体、企業、行政など全体で共有し、協働して推進する「公共計画」

であるため、計画策定（Plan）、実施（Do）、点検・評価（Check）、改善（Action）の各過程にお

いても、町全体が関わる体制を構築し高い実効性を確保します。 
また、 重点戦略及び施策に設ける数値目標並びに重要業績評価指標（ＫＰＩ）については、実施

した事業の量を測定するものでなく、その結果によって得られた成果を測定する成果指標を原則と

し、目標を明確化することで、町全体での目標の共有化と成果を重視した取り組みを展開します。

さらに、点検と評価により、目標の管理を行い、その結果を広く公表するとともに、必要に応じて

計画の見直しを行います。 
 

※１ 

狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、新たな社会を指すもので、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空

間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会。 

 

※２ 

Sustainable Development Goals の略であり、2015 年９月の国連サミットで採択された 2030 年を期限とする、先進国を

含む国際社会全体の 17 の開発目標です。また、「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」（平成 28 年 12 月 22 日第２

回持続可能な開発目標（SDGs）推進本部決定）において、政府全体及び関係府省庁における各種計画や戦略、方針の策

定や改訂に当たっては、SDGs を主流化することとされており、実施のための主要原則の１つに「包摂性」が示されてい

います。なお、17 の開発目標については、次のとおりです。 
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２ 目指すべき基本方針 

  自然減が特に進んできた本町にあって、近年では社会増も見られるようになってきましたが、依然

として社会減の傾向が続いています。この両方が進む人口減少問題は、地域経済や地域住民の生活に

も大きな影響を与える極めて重要な問題です。 

  その問題を克服するためには、 

 

（１）人口減少（自然減と社会減）に歯止めをかける 

  急激に人口が減少している状況に歯止めをかけ、将来的にある一定水準の人口を保っていくため、 

①若い世代の結婚、妊娠、出産、子育ての希望をかなえることで出生数を増やし、本町の主な人口減

少の要因である自然減を抑制する必要があります。  

②魅力あるしごとの創出や豊かな生活・教育環境の整備により、本町をより住みやすく魅力ある地域

にすることで、町内に人を呼び込み、若い世代の町外への流出を防ぎ、確実な社会増への転換を図

る必要があります。特に、時代とともに変遷する社会のニーズに対応した地域社会を創る必要があ

ります。  

 

（２）当面避けられない人口減少から生じる諸課題に的確に対応する 

（１）の策を講じても、現在の少子化・高齢化の状況に鑑みれば、人口減少は続くものと見込まれる

ため、 

①地域の主体性と創意のもとに、地域の資源や人材を生かし、効率的・効果的な社会・経済システム

の構築を通じた持続可能な地域づくりを進める必要があります。 

②生産年齢人口を見直し、高齢者が引き続き社会で活躍し続ける仕組みを構築し、若年層を補足する

必要があります。 

 

  そこで、総合戦略では、次の３つの基本目標を設定し、自然減に対し、合計特殊出生率の目標値と

して、2014（平成26）から2018（平成30）年の５カ年平均1.98を、2030（令和12）年には2.07ま

で引き上げること、社会減に対する目標値として５年後には転入転出の移動率が均衡に達し社会増を

目指していくという将来の目標に向かって、直面する今後５年間の取組を推進します。 

 

 

【３つの基本目標】 

Ⅰ 活力ある元気なまち 

  （地域経済の持続的発展のための「しごと」を創る） 

Ⅱ 安心して暮らせるまち 

  （少子化対策や共に支え合うひとづくりの推進による「ひと」を増やす） 

Ⅲ 町民みんなが創るまち 

  （地域の持続的発展のための活力維持による「まち」を創る） 
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３ 重点戦略 

湯梨浜町総合戦略では、「活力ある元気なまち」、「安心して暮らせるまち」、「町民みんなが創るまち」

の３つの基本目標に沿って、先駆的・重点的に取り組む施策を展開します。 
 

基本目標Ⅰ 活力ある元気なまち 

 
 活力ある元気なまちづくりを行うため、地域資源を活かした個性豊かな産業の振興に努めながら、既

存産業の充実はもとより、様々な産業の連携による新たな活力を創出します。 

 
《SDGs の関連目標》 

 
 
 
 

 
●数値目標（令和６年度） 

指標 数値目標 

温泉宿泊客数 １７万人（年間） 

新規就業者数（常用雇用） ２００人（年間） 

 
●基本的方向 
○ 二十世紀梨等の特産物を活かした果物大国を目指す農業、東郷池のシジミや日本海の豊富な水産

物を活かした漁業、町土の半分を占める森林を活かした林業、地場産業の振興に努めます。 
 ○ 温泉や歴史・文化、自然・健康、環境を活かした観光の振興を図り、交流人口の増加に努めます。 
 ○「グラウンド・ゴルフ」や「ウオーキング」など本町の特性を活かしたまちづくりを推進します。 
 ○ 行政、町内の様々な団体、企業などによる連携体制を強化し、商工業の発展に努めます。 
○ 企業の新規立地や付加価値向上のための様々な取り組みを行うことにより、人材育成と雇用の確

保に努めます。 

 
●具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

①農林水産業の振興 
《具体的施策》 
○二十世紀梨等の特産物を活かした「果物大国」の推進 
○新規就農者の増加支援、担い手確保・育成、集落営農化の促進 
○農林水産物や食など地域の魅力を活かした名産・名物の開発・販路開拓 
○遊休農地及び耕作放棄地解消への対策 
○東郷池や日本海の豊富な水産物を活かした漁業の振興 
○森林を活かした林業の振興 

 
《重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 

指標 基準値 目標値 

梨栽培面積 １３８ha １３０ha 
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梨新品種への改植・新植 ６．０９ha ５．０ha（R2～6） 

新規就農者 １６人 ２６人 

認定農業者（家）数 ４７経営体 ５７経営体 

GI マーク、商標権、意匠権等の取得件数 １件 ３件（R2～6） 

利用権設定面積 ２６４．９ha ３００ha 

シジミの漁獲量 ５５６t ５６０t（R2～6） 

漁業経営体数 ４０経営体 ４０経営体 

  
《具体的事業》 
■農産物販路拡大及びブランド化推進事業 
■鳥取梨等生産振興事業（農業生産現場強化事業） 
■湯梨浜版担い手認定 
■中核的担い手農家育成奨励金交付事業（農業生産現場強化事業） 
■農林水産物等販売促進事業 
■東郷湖漁業振興事業 
■沿岸漁業活性化推進事業 

  ■特産果物生産振興事業 
  ■森林環境税関連事業 
  ■ゆりはま農作業体験ツアー 
 

②観光産業の振興 
《具体的施策》 
○「グラウンド・ゴルフ」や「ウオーキング」など本町の特性を活かし、国内はもとよりインバウ

ンドを推進 
○はわい温泉・東郷温泉を活かした観光地としての魅力向上（滞在型観光・周遊観光の推進） 
○天女のふる里づくり事業による、交流人口の増加と地域の活性化の推進 
○観光客に対応した Wi-Fi の整備、誘客キャンペーンなどの推進（多言語対応、利便性の向上） 
○戦略的な情報発信と着地型や体験型の観光メニュー造成、誘客 
 

《重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 

指標 基準値 目標値 

海外からのイベント参加者数 ８１６人 ２，２９６人 

海外からのイベント参加国数 ２２カ国 ３２カ国 

外国人宿泊者数 
４，０１８人 

８，５００人以上 
（年間） 

着地型観光商品利用者数 １，１５５人 
（年間） 

２，０００人以上 
（年間） 

 
《具体的事業》 
■グラウンド・ゴルフ国際化及び潮風の丘聖地化の推進 
■ウオーキングリゾート構想の推進及びインバウンドの促進 
■アロハカーニバル事業 
■天女のふる里づくり事業 
■観光地域づくりの核となる「ＤＭＯ」の推進（広域連携） 
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■教育旅行のメニュー開発事業 
■ワーケーション推進事業 
■食と健康のまちづくり事業 

 
 ③商工業の振興 
《具体的施策》 
○事業所の新設や新分野への進出、新製品開発、６次産業化等に対する支援 
○地元資源を活用した町内商工業者の振興と活性化の推進 

 ○ＩＣＴを活用したコンテンツ系企業など企業誘致の推進 
 〇商工団体など関係機関と連携した事業承継の推進 

 
《重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 

指標 基準値 目標値 

支援制度を活用した起業事業者数 ３２件 ２５件（R2～6） 

事業承継に着手した事業者数 ― １０事業者 

 
《具体的事業》 
■ゆりはまじげ産業支援事業 
■チャレンジショップ支援事業 
■アロハカーニバル事業〈再掲〉 
■ふるさと名物応援事業 
■環境創出プロジェクト事業 

 
④雇用の推進 
《具体的施策》 
○地場産業の振興、起業家支援、企業誘致や雇用奨励制度などによる雇用の創出 
○就職情報提供による企業と学生とのマッチング促進 
○高齢者の経験や知識を活用した就労の支援 

 
《重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 

指標 基準値 目標値 

支援制度を活用した雇用者数 １４人 １５人（R2～6） 

 
《具体的事業》 
■看護師、保育士奨学金助成事業 
■チャレンジショップ支援事業〈再掲〉 
■雇用促進奨励金事業 
■就職関連情報提供事業 
■企業誘致用地等情報提供事業 
■ビジネス人材移住支援事業 
■中学校跡地施設活用事業  
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基本目標Ⅱ 安心して暮らせるまち 

 
 安心して子育てができる環境を整備するとともに、出会いと、子どもから高齢者、障がいのある人な

ど、すべての人が笑顔にあふれ、いつまでも健康で生きがいの持てる安心、安全のまちづくりを推進し

ます。 
 
《SDGs の関連目標》 

 
 
 
 
 
●数値目標（令和６年度） 

指標 数値目標 

合計特殊出生率 ２．０７ 

出生数 １５０人（年間） 

 
●基本的方向 
 ○ 全国的に急速な少子化が進み、また、家庭及び地域を取り巻く環境が変化する中で、安心して子

どもを産み育てるための総合的な支援施策や福祉施策の実施を推進します。 
 ○ 共に支え合い安心して暮らせるまちづくりを推進するため、お年寄りや障がいのある人を地域で

支える取り組みを推進します。 
 ○ 人との絆や地域のつながりを活かしながら出会い・結婚を望む方を応援します。 
 
●具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

①子育て環境の推進 
《具体的施策》 
○安心して子育てができる保育サービスの充実など環境整備の推進（子育て世代の経済的な負担の

軽減） 
○妊娠期から子育て期にわたる総合的相談支援を行うワンストップ化の推進 
○放課後児童クラブや放課後子ども教室の充実、開かれた学校づくりなど、地域で子どもたちが安

全で安心して過ごせる居場所づくりの推進 
○子どもたちの健やかな成長を地域全体で支える教育環境づくりの推進 
○地域の中で育ち、湯梨浜のすばらしさを体感し、ふるさとに愛着を持ち大切に守っていこうとす

るふるさと教育の推進 
○仕事と生活の調和を図るワーク・ライフ・バランスの環境づくりを事業者とともに推進 

 
《重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 

指標 基準値 目標値 

２歳未満児を家庭で子育てする率 ― ７０．３％ 

第３子以降出産数 １４５人 １５０人(R2～6) 

こども園待機児童数 ４人 ０人 

自主学習の広場利用者数 小学生 ２５９人 小学生 ５０９人 
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中学生  ８３人 中学生 １８３人 
（R2～6） 

ふるさとを愛する児童の割合 ８７．４% ８５%以上 

鳥取県男女共同参画推進企業の認定企業数 １６社 ２１社 

イクボス宣言企業数 ― １７社 

 
《具体的事業》 
■家庭子育て支援事業 
■多子世帯保育料軽減事業 
■第３子以降中学校卒業祝金支給事業 
■子育て世代包括支援センターの整備 
■不妊治療費助成事業 
■ファミリーサポートセンター事業の充実 
■病児・病後児・夜間保育事業（広域連携） 
■放課後児童クラブ・放課後子ども教室の推進 
■ＳＮＳ等による子育て支援情報の提供 
■ゆりはま自主学習の広場事業 
■学校支援ボランティア事業の推進 
■ふるさと教育の推進 
■小学校社会科副読本作成事業 
■ワーク・ライフ・バランスセミナー事業 

 
②地域福祉の推進 
《具体的施策》 
○地域や個人に密着した健康づくりの推進 
○ボランティアとして地域の自主的な介護予防や健康づくり活動の指導や支援の推進 
○保健師等による定期的な訪問による、相談体制の充実を図る 
○町民や移住者が健康で生涯活躍ができるまちを推進 

 
《重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 

指標 基準値 目標値 

全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」事業に参画

する民間事業者・団体数 
３０団体 ３５団体 

食と健康のまちづくり事業による測定数値改善割合 ５５．３２％ ７０％以上 

 
《具体的事業》 
■地域で取り組む介護予防活動推進事業 
■歯・口の健康づくり推進事業 
■健康相談・健康教室等の実施 
■SIB を活用した飛び地型自治体連携事業（食と健康のまちづくり事業） 
■全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」事業の推進 
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③結婚の出会いの場づくりと情報提供 
《具体的施策》 
○結婚を希望する男女の出会いの機会を創出する縁結び支縁員の活動を支援するとともに情報提供

を行い、少子化・定住化対策の推進 
○出会いや交流機会が広がるよう、広域連携を含めた出会いの場づくりの推進 

 
《重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 

指標 基準値 目標値 

結婚支援事業による婚姻件数 １件 ６件 

 
《具体的事業》 
■縁結び支縁員事業 
■婚活イベント事業（広域連携） 
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基本目標Ⅲ 町民みんなが創るまち 

 
 豊かな自然環境を活かしながら本町の魅力を発信し、都市部からのひとの流れをつくるとともに、町

民一人ひとりが積極的にまちづくりに参画し、町民と行政が連携・協働してまちづくりを推進します。 

 
《SDGs の関連目標》 
 
 
 
 
 
●数値目標（令和６年度） 

指標 数値目標 

県外からのＩＪＵターン者数 ９２５人（R2～6） 

転入転出異動 均衡【累計】 

 
●基本的方向 
○ 超高齢化の進行や社会情勢の変化により、人口減少・空き家が増加していることから、町の魅力

を積極的に発信しながら、移住希望者への支援体制を整備し、移住定住を促進します。 
○ 生活様式や個人の価値観が多様化する中、今以上にコミュニティーの醸成を図るため、町民や団

体が主体となって行うまちづくり活動を支援します。 
○ 地域住民が主体的・意欲的に取り組む地域を守る防災体制づくりや、だれもが参加しやすい拠点

づくり、基盤整備を推進します。 
○ ＮＰＯ法人、ボランティアグループの育成を図り、各分野における住民参画を促進します。 

 
●具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

①移住定住の推進 
《具体的施策》 
○多様な移住ニーズに対応する相談体制の充実やＩＪＵターンの促進に向け広く本町の魅力を発信 
○若者夫婦や子育て世代の住宅支援をはじめ、町内への移住や定住を促進 
○空き家を活用して移住希望者が求める住まい環境づくりを推進 
○移住定住希望者が本町の暮らしを体験できるよう、お試し住宅の設置や環境づくりを図る 
○鳥取大学等との連携による「地（知）の拠点ＣＯＣ＋」事業に参画し、地域の活性化・定住化に

つながる人材の育成を図る 

 
《重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 

指標 基準値 目標値 

空き家バンク成約件数 １３件 ２０件（R2～6） 

若者・子育て世代の移住件数 ９１件 ９０件（R2～6） 

 
《具体的事業》 
■ＩＪＵターン促進事業 
■空き家情報バンク活用促進事業 
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■空き家対策事業 
■移住定住者住宅支援事業 
■町外者による「ゆりはま暮らし体験ボランティア」の宿泊費助成事業 
■若者夫婦・子育て世代住宅支援事業 
■結婚新生活支援事業 
■三世代同居等支援事業 
■移住者運転免許証取得支援事業 
■住宅取得仲介報酬助成事業 
■お試し住宅運営事業 
■ふるさと奨学資金貸与事業〈再掲〉 
■全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」事業の推進〈再掲〉 

 
②まちのにぎわい創出や拠点の形成 
《具体的施策》 
○町民や団体が主体となって創意工夫による魅力的な地域づくり活動を支援 
○災害に強いまちづくりを進めるため、地域住民が主体的・意欲的に取り組む防災対策を推進 
○いつでも、誰もが集える拠点を整備するためバリアフリーなど環境づくりを推進 
○分散している様々な生活サービスや地域活動の場などをつなぐ「小さな拠点」づくりを推進する

ほか、企業等と連携した移動販売や買い物支援など多機能なサービスの充実を図る 
○山陰自動車道（北条道路）の観光・企業誘致への活用及び緊急時、福祉、健康対応のためのユニ

バーサルデザインによる道路などの基盤整備を推進 
○地域に伝わる伝統芸能活動や文化資源の活用による地域振興 
○ＩＣＴの急速な進化がもたらす社会への対応 
○地域資源を有効活用した「癒しの地域づくり」の推進 
○温泉熱・風力・太陽光など自然エネルギーの利活用を図る 
○環境・健康づくり・福祉・教育等様々な分野における団体の育成を図り、自助・共助を推進する

ほか、住民参画による行政推進を目指す 
○観光地周辺の道路などの基盤整備を推進 
〇地域課題の解決や将来的な移住への裾野を拡大するため、地域住民との交流や町との関わりを継

続する関係人口の創出、拡大を目指す 
 
《重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 

指標 基準値 目標値 

新規自主防災組織取組件数 ７１件 ７５件 

集会所バリアフリー件数 １９件 ４４件 

小さな拠点づくりにおける地域活動団体の設立 ０団体 １団体 

温泉熱エネルギー利用施設数 ３施設 ４施設 

ＮＰＯ法人、ボランティアグループの数 ４８団体 ５５団体 

 
《具体的事業》 
■地域おこし協力隊事業 
■地域のにぎわい、まちづくりを創出する事業への支援 
■防災対策特別強化事業 
■小地域拠点集会所等バリアフリー事業 
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■買い物難民対策事業 
■小さな拠点事業の推進 
■ＩＣＴ推進事業 
■大学生によるフィールドスタディ型政策協働プログラム 
■ふるさと納税推進事業 
■企業版ふるさと納税推進事業 
■ゆりはまフェローを核とした関係人口推進事業 
■デジタル活用推進事業 

  
 


